
 

令和３年１０月２２日  

規則第     ３３号  

 

八代市庁舎内市民交流エリア条例施行規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、八代市庁舎内市民交流エリア条例（令和３年八代市

条例第  号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。  

 （業務）  

第２条  八代市庁舎内市民交流エリア（以下「市民交流エリア」とい

う。）は、次に掲げる業務を行う。  

（１）市民交流エリアの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の

運営及び維持管理に関すること。  

（２）施設等の利用の許可及び使用料の徴収に関すること。  

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が市民交流エリアの管理上必要と

認めること。  

（利用期間及び利用時間）  

第３条  施設等の利用は、引き続き５日を超えてはならない。ただし、市

長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。  

２  施設等の利用時間は、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復

に要する時間を含めた時間とする。  

（利用の許可の申請手続）  

第４条  条例第５条の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者

は、市民交流エリア施設等利用許可申請書（様式第１号。以下「利用許

可申請書」という。）を市長に提出しなければならない。ただし、物品

等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物（以下これらを「販売

等」という。）を目的として利用の許可を受けようとする者は、当該利

用許可申請書に販売する品目、価格等を記載した書類を添付して申請し

なければならない。  

２  市長は、施設等の利用の許可をするときは、市民交流エリア施設等利

用許可書（様式第２号。以下「利用許可書」という。）を交付するもの

とする。  

（利用の許可の変更及び取消し）  

第５条  施設等の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が許

可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようと

するときは、市民交流エリア施設等利用許可変更・取消申請書（様式第

３号）に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による変更又は取消しの申請を適当と認めるとき

は、市民交流エリア施設等利用変更許可（取消通知）書（様式第４号）



 

を交付するものとする。  

３  市長は、利用の許可の変更により既に納付された使用料と変更後の使

用料に差額が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付することがで

きる。  

（附属設備の使用料）  

第６条  条例第９条第１項ただし書の附属設備の使用料は、別表に定める

とおりとする。  

（使用料の減免）  

第７条  条例第１０条の規定により使用料を減額し、又は免除することが

できる場合は次の各号に掲げる場合とし、その減免額は当該各号に定め

る額とする。  

（１）災害時の被災者支援活動その他これに類する活動等のために市によ

って利用する場合  全額  

（２）その他市長が公益上特に必要があると認める場合  市長が定める額  

２  前項第２号の場合において、その減免額に１０円未満の端数が生じた

ときは、これを切り上げるものとする。  

（使用料の減免手続）  

第８条  使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民交流エリア施

設等使用料減免申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。  

（使用料の還付）  

第９条  条例第１１条ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部

の還付をする場合は次の各号に掲げる場合とし、その還付額は当該各号

に定める額とする。  

（１）天災地変その他利用者の責めに帰すことのできない理由により施設

等の利用ができなくなった場合  未利用の期間につき全額  

（２）市民交流エリアの修理その他の管理上の理由又は市の都合により施

設等の利用ができなくなった場合  未利用の期間につき全額  

（３）利用者が利用日の３日前までに利用の取消し又は変更を申し出て、

市長が相当の理由があると認める場合  全額  

（４）その他市長が特別な理由があると認める場合  市長が定める額  

２  前項の場合において、その還付額に１０円未満の端数が生じたときは、

これを切り上げるものとする。  

（使用料の還付手続）  

第１０条  使用料の還付を受けようとする者は、市民交流エリア施設等使

用料還付依頼書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。  

（汚損等の届出）  

第１１条  施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、直ちにその理

由を記載した汚損等届（様式第７号）を市長に提出しなければならない。  

（販売等の禁止）  



 

第１２条  販売等を目的として許可を受けた利用者以外の者は、市民交流

エリア内において販売等を行ってはならない。  

（利用者の遵守事項）  

第１３条  利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

（１）火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。  

（２）施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある

行為をしないこと。  

（３）所定の場所以外の場所で飲食し、又は火気を使用しないこと。  

（４）危険物又は動物（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）

第２条第１項に規定する身体障害者補助犬（同法第１２条第１項に規

定する表示をしたものに限る。）を除く。）を持ち込まないこと。  

（５）許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。  

（６）許可なくして施設等に変更を加え、若しくは特別な設備等を設け、

又は備付けの器具以外のものを搬入しないこと。  

（７）他の利用者に迷惑をかけないこと。  

（８）市民交流エリア内を不潔にしないこと。  

（９）所定の場所以外の場所に出入りしないこと。  

（ 10）前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は

指導に従うこと。  

（その他）  

第１４条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、

条例の公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則

の施行の日前においても行うことができる。  

別表（第６条関係）  

 附属設備の使用料  

 １  冷暖房  

施設名  単位  使用料  

多目的ホール  １時間  １，２００円  

会議室Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ  １時間  ２００円  

 ２  備品等（１回当たり）  

備品名  単位  使用料  

音響設備（多目的ホール）  １式  １，７００円  

音響設備（会議室Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・ １式  ６００円  



 

Ｅ・Ｆ）  

プロジェクター  １式  １，４００円  

固定スクリーン（多目的ホール）  １張  ８００円  

移動スクリーン  １張  １００円  

長机（多目的ホール）  １台  １１０円  

椅子（多目的ホール）  １脚  ３０円  

 備考  １回とは、１日の施設利用の初めから終わりまでをいう。  

様式（省略）  


